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2020年7月　No.290

7月号発行部数：96,500部、発行単価(配布費含む)：約22.1円／部(うち約2.0円広告収入)
配布日：毎月1～3日(1・4月号は1～5日)届いていない方は、ご連絡をお願いします。
読売中央販売（株）　　0120-998-431(平日9時～17時)へ

広報誌について
ふるさと寄附金とは、皆さまの応援したい、貢献したい自治体への思いを寄附という
形でお受けする制度です。城東区では魅力的なまちづくりを行うために皆さまからの
ご協力をお願いしております。　問合せ／総務課 H6930-9625I6932-0979

ご寄附のお願い
城東区を魅力的なまちにしませんか？

●介護保険の負担割合
証を交付します
　要介護(支援)認定
を受けている方および事
業対象者の方に8月か
ら使用する「負担割合
証」を7月中旬に送付し
ます。介護サービスを利
用するときに、被保険者
証とともに提示してくだ
さい。利用者負担割合
の判定要件は次のとお
りです。
　なお、年度途中で税更
正等のため、負担割合が
変更となった場合は、新
たに「負担割合証」を交
付します。

利用者負担割合

本人の合計
所得金額が
220万円以上

下記以外の場合 3割

同一世帯の第1号被保険者
（本人含む）の年金収入＋
その他の合計所得金額が

単身は340万円未満
2割

2人以上は463万円未満

単身は280万円未満
1割

2人以上は346万円未満

本人の合計
所得金額が
160万円以上

下記以外の場合 2割

同一世帯の第1号被保険者
（本人含む）の年金収入＋
その他の合計所得金額が

単身は280万円未満
1割

2人以上は346万円未満

本人の合計所得金額が160万円未満 1割

●介護保険の決定通知書を送付します
　65歳以上の方（介護保険の第1号被保険者）で、あらかじめ年金からのお支払いにより保険料を納めていただいてい
る方に、介護保険料決定通知書を7月中旬に送付します。
　また、4月に暫定の決定通知書を送付した方で、保険料段階の変更や納付方法が年金からのお支払いに変更となる
方にも送付します。

市税に関する新型コロナウイルス感染症関連情報
　市税に関する手続き等については、新型コロナウイルス
感染症の影響等をふまえて、さまざまな対応をしています。
　詳細については、大阪市HPからご確認ください。
問合せ／財政局税務部管理課管理担当　
　　　　H6208-7741 I6202-6953

　固定資産税・都市計画税（第2期分）の納期限は、7月
31日（金）です。
問合せ／京橋市税事務所固定資産税担当
　　　　H4801-2957（土地）  4801-2958（家屋）
　　　　I4801-2905

ピックアップ！  区政会議 No.32　
～区政会議のさまざまな情報を発信します！～
　６月５日、もと区役所用地の活用について、区政会議を開催し、
さまざまなご意見をいただきました。内容については市長に報
告の上、公表済みの実施案で進むことになり、6月12日から活用
事業者の公募を開始しました。詳細はHPをご覧ください。
問合せ／区役所総務課（総合企画）　
　　　　H6930-9937 I6932-0979
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介護保険のお知らせ

問合せ／保健福祉センター保健福祉課（介護保険）　H6930-9859　I6932-1295

【熱中症対策】
 ・  ・ 通気性のよい服装で過ごす
 ・  ・ 屋外では日傘や帽子を
　使用する
 ・  ・ 日陰を利用する
 ・  ・ エアコンを活用する
 ・  ・ こまめに水分と塩分を
　とる
 ・  ・ 保冷剤や氷、冷たい
　タオル等で体を冷やす

　熱中症は屋内でも発生します。
その日の体調などが影響します
ので、エアコン等を適切に使い
体調管理に気をつけましょう。

問合せ／城東消防署
　　　　H6931-0119 
　　　　I6931-0072

さぁ夏本番！ 熱中症対策をし、
暑い夏を乗り越えよう！

7月は“社会を明るくする運動”
強調月間・再犯防止啓発月間です

～ 犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える
地域のチカラ ～

“社会を明るくする運動”は
 今回で第70回を迎えます。

　 “社会を明るくする運動”は心ならずも犯罪や非行に
走ってしまった人たちの立ち直りを支え、安心・安全な
地域社会の構築をめざす運動です。
　戦後の荒廃した街中にあふれる身寄りのない子ども
たちの将来を危惧し、昭和24年7月に施行された「犯罪
者予防更生法」の思想に共鳴した東京・銀座の商店街
有志が、7月13日から「犯罪者予防更生法実施記念フ
ェアー」を自発的に開催しました。
　翌25年7月に法律施行１周年を記念し開催された
「矯正保護キャンペーン」を通じて、犯罪の防止と罪を
犯した人たちの立ち直りには市民の理解と協力が不可
欠という認識から、昭和26年に“社会を明るくする運
動”と名付け取り組まれています。
　啓発月間中は、区役所に懸垂幕やのぼりを掲出し啓発
を行います。また、各中学校校門前で「朝の挨拶運動」を行
います。

　保護司に対する支援や犯罪予防活動を行う拠点
として、また地域における更生保護の拠点として開
設されています。
開館日／月～金曜日に企画調整保護司が駐在。
　　　　ただし、年末年始、祝日、運営委員会が
　　　　指定する日は休館日
開館時間／10:00～16:00
ところ／中央1-6-21
問合せ／H6935-5665

更生保護のマスコットキャラクター
更生ペンギンのサラちゃん（左）、ホゴちゃん（右）

青少年 守って住みよい 城東区
7月は青少年の非行・被害防止

全国強調月間です
城東区青少年健全育成推進会議・城東区役所

城東区更生保護サポートセンター

後期高齢者医療制度の新しい被保険者証と
保険料決定通知書を送付します
　75歳（一定の障がいがあると認定された方は65歳）以上
の方に、被保険者証（薄緑色）を7月上旬に送付します。現在
の橙色のものは8月から使用できなくなります。なお、不在
時は郵便局に留め置かれ、その旨のお知らせが投函されま
す。7月中に届かない場合や郵便局の保管期限を過ぎた場
合は、お問い合わせください。
　また、後期高齢者医療制度の保険料決定通知書を7月中
旬に送付します。保険料を年金からお支払いいただいてい
る方は、口座振替による納付方法が選択できますので、お
問い合わせください。
問合せ／区役所窓口サービス課（保険年金：保険）　
　　　　H6930-9956 I6932-0979

老人医療（一部負担金相当額等一部助成）
医療証を更新します
　老人医療（一部負担金相当額等一部助成）医療証（青色）を
お持ちの方に7月下旬までに新しい医療証（黄色）を送付します。
　現在のものは8月から使用できなくなります。7月中に届
かない場合はお問い合わせください。
問合せ／保健福祉センター保健福祉課（医療助成）　
　　　　H6930-9065 I6930-9140

国民健康保険高齢受給者証を更新します
　大阪市国民健康保険に加入している70～74歳の方の新
しい高齢受給者証を、7月下旬までに世帯主の方あてに送
付します。
　現在のものは8月から使用できなくなります。7月中に届
かない場合は、お問い合わせください。
問合せ／区役所窓口サービス課（保険年金：保険）
　　　　H6930-9956 I6932-0979

 ＜後期高齢者医療 被保険者証 が変わります＞
〔旧〕

令和2年7月31日まで（橙色）

〔新〕

令和2年8月1日から（薄緑色）


